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仰
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義
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発
展
過
程

浦

成

一
、
上
行
御
自
覚

の
推
移

「
日
蓮
当
身
の
大
事
」
と
示
さ
れ
た
本
尊
抄
の
、
御
撲
述
に
至
る
宗
祖
の
信
仰
は
、
宗
祖
の
上
行
菩
薩
と
し
て
の
御
自
覚
の
推
移
の
問

題
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
上
行
自
覚
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
祖
の
信
仰
を
明
確
に
す
る
事
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
宗
祖
の
末
法
出
現
こ
そ
上
行
付
嘱
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
上
行
位
嘱
の
な
い
所
に
上
行
菩
薩
人
界
応
同
の
宗

祖
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宗
祖
が
、
佐
渡
に
於
て
末
法
の
法
華
経
の
行
者
、
本
化
上
行
菩
薩
の
応
生
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
発
表

さ
れ
る
過
程
を
み
る
と
、
す
で
に
佐
前
に
於
て
そ
の
文
証
を
み
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

弘
長
元
年
の
伊
豆
流
罪
の
中
で
示
さ
れ
た

「
四
恩
抄
」

（四

一
九
）
に
、

「故
に
法
華
経
に
曰
く
如
来
ノ
現
在
ス
ラ
猶
多
二怨
嫉
一況
ヤ
滅
度
ノ
後

メ
バ、
始
に
此
文
を
見
候
し
時
は
さ
し
も
や
と
思
い
候
し
に
今

こ
そ
仏
の
御
言
は
違
は
ざ
り
け
る
も
の
か
な
と
殊
に
身
に
当
て
思
い
知
れ
て
候
へ
。
日
蓮
は
身
に
戒
行
な
く
心
に
三
毒
を
離
れ
ざ
れ
ど
も

此
御
経
を
若
や
我
も
信
を
取
り
人
に
も
縁
を
結
ば
し
む
る
か
と
思
う
て
随
分
世
間
の
事
お
だ
や
か
な
ら
ん
と
思
い
き

（中
略
）
是
程
の
卑

観
心
本
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御
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述
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と
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賤
無
智
無
我
の
者
の
二
千
余
年
己
前
に
説
れ
て
候
法
華
経
の
文
に
の
せ
ら
れ
て
留
難
に
値
べ
し
と
仏
記
し
お
か
れ
ま
い
ら
せ
て
候
事
の
う

れ
し
ぎ
申
し
尽
し
難
く
候
。

（中
略
）
其
故
は
法
華
経
の
故
に
か
か
る
身
と
な
り
て
候
へ
ば
行
住
坐
臥
に
法
華
経
を
読
ミ
行
ず
る
に
て
こ

そ
候

へ
。
人
間
に
生
を
受
て
是
程
の
悦
は
同
事
か
候
べ
き
。」

と
あ
り
、
宗
祖
自
身
、
大
難
を
経
る
事
が
三
宝
等
の
四
恩
を
報
ず
る
行
で
あ
る
事
を
自
覚
さ
れ
、
行
者
と
し
て
経
文
を
色
読
す
る
こ
と

が
大
き
な
使
命
観
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
０
さ
ら
に
、

「
教
機
時
国
抄
」

（四
二
九
）
に
は

「
不
レ顕
≡
一類
敵
人
一非
二法
華
経
行
者
一顕
野
参
伍
華
経
行
者
也
。
而

ぽ
喪
、一矛
征
・フ欺
例

庁
少
師
子
尊
者
提
婆
菩
薩
等
Ｌ
〓。」

と
示
さ
れ
、
こ
の
中
で
示
さ
れ
た
教
機
時
国
序
の
五
綱
こ
そ
、
如
来
神
力
品
に
示
さ
れ
た
上
行
菩
薩
の
弘
経
の
軌
範
で
あ
り
、
こ
の
点

か
ら
も
佐
前
の
宗
祖
を
指
し
て

「
山
門
の
忠
実
な
再
興
者
」
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

又
宗
祖
自
身
の
、
法
難
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
菩
提
心
は
、
宗
祖
の
滅
罪
の
意
識
と
共
に
さ
ら
に
上
行
自
覚
の
推
移
の
上
で
考
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
、
伊
豆
法
難
の
知
恩
報
恩
は
、　
一
切
衆
生
の
苦
は
宗
祖
自
身
の
責
任
感
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
、
宗
祖
の
過
去
世

に
於
け
る
謗
法
罪
と
い
う
宿
罪
感
は
不
共
業
で
あ
る
宗
祖
自
身
の
罪
業
と
、
共
業
で
あ
る
与
同
罪
と
し
て
、
日
本
の
国
民
全
体
上

一
人
よ

り
下
万
民
に
至
る
ま
で
、
こ
の
宿
罪
に
よ
る
罪
を
背
負

っ
て
い
る
と
ま
で
述
べ
ら
れ
、
そ
の
た
め
の
弘
通
心
の
強
化
と
そ
れ
を
消
滅
さ
す

為
の
奮
起
心
に
ま
で
、
自
己
を
追
い
つ
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
上
行
自
覚
は
佐
渡
流
罪
を
頂
点
と
し
て
そ
の
態
度
が
鮮
明
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
開
目
抄
」

（七
七
四
）
に

「
但
し
世
間
の
疑
と
い
い
自
心
の
疑
ｔ
と
申
し
い
か
で
か
天
扶
け
給

ハ
ざ
る
ら
ん

（中
略
）
我
身
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら
ざ
る
か
。
此

疑
は
此
書
ノ
肝
心

一
期
の
大
事
な
れ
ば
、
処
々
に
こ
れ
を
か
く
上
疑
を
強
く
し
て
答
を
か
ま
う
べ
し
」
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又
同
抄

（八

一
六
）
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

「善
に
つ
け
悪
に
つ
け
法
華
経
を
す
つ
る
は
地
獄
の
業
な
る
べ
し
。
大
願
を
立
ン
。
日
本
国
の
位
を
ゆ
づ
ら
む
法
華
経
を
す
て
て
観
経

等
に
つ
い
て
後
生
を
期
せ
よ
。
父
母
の
頸
を
刻
念
仏
申
さ
ず
ば
。
な
ん
ど
の
種
々
の
大
難
出
来
す
と
も
智
者
に
我
義
や
ぶ
ら
れ
ず
ば
用
じ

と
な
り
。
其
外
の
大
難
風
の
前
の
塵
な
る
べ
し
。
我
日
本
の
柱
と
な
ら
む
我
日
本
の
眼
日
と
な
ら
む
我
日
本
の
大
船
と
な
ら
む
等
と
ち
か

い
も
願
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
。」

そ
し
て
同
抄

（八
二
三
）
結
文
に
は

「
日
蓮
は
日
本
国
の
諸
人
に
し
た
し
父
母
也
。

（中
略
）
日
蓮
が
流
罪
は
今
生
の
小
苦
な
れ
ば
な
げ
か
し
か
ら
ず
。
後
生
に
は
大
楽
を

う
く
べ
け
れ
ば
大
に
悦
ハ
し
。」

以
上
の
文
に
み
ら
れ
る
如
く
、
末
法
に
お
け
る
主
師
親
三
徳
円
備
の
如
説
修
行
の
導
師
を
顕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
上
行
の
姿
勢
こ

そ
宗
祖

一
期
の
姿
勢
で
あ
り
、
佐
後
特
に
身
延
入
山
の
態
度
も
、
こ
の
関
連
の
上
に
立
っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
身
延
の
宗
祖
は

上
行
菩
薩
と
し
て
の
態
度
を
明
確
に
実
践
さ
れ
た
時
期
と
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
身
延
入
山
を

「敗
北
意
識
」
と
み
る
見
方
は
誤
り

で
あ
り
、
宗
祖
の
生
涯
を
身
延
の
個
所
に
於
て
質
的
変
化
さ
せ
る

「
隠
棲
」
の
主
張
は
上
行
日
蓮
を
論
ず
る
上
に
於
て
大
き
な
誤
り
で
あ

る
事
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
・

弘
安
の
役
を
む
か
え
る
直
前
、
弘
安
四
年
六
月
十
六
日
、
宗
門
が
門
人
に
示
し
た
廻
状
、
「小
蒙
古
御
書
」

「小
蒙
古
人
寄
二来
大
日
本
国
一之
事
、
我
門
弟
並

檀
那
等
中
若
向
二佗
人
一、
将
又
自
不
レ可
レ及
彗
一墨
Ｆ
。

フ
　
　
′
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ル
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
ブ

弟
一等
由
所
二存
知
一
也
。
以
二此
旨
一可
レ示
二人
々
．一候
也
。」

と

あ

る
。

こ
れ
ま
で
の
御
書
特
に
佐
前
の
御
書
に
於
て
は
、　
大
蒙
古

（正
法
護
持
の
国
）
、　
小
日
本

（国
謗
法
の
国
）
の
立
場
で
論
じ
ら
れ
て
お

観
心
本
尊
抄
御
撰
述
に
至
る
宗
祖
の
信
仰
と
教
義
の
発
展
過
程

（
二
〇

五

五
）

に

は
、

若
違
二背

此
旨
一可
レ離
二門
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り
、
故
に
日
本
国
の
諸
天
善
神
は
こ
の
国
を
去
っ
て
隣
国
の
聖
人
が
日
本
国
を
治
め
る
、
と
警
告
し
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
後
の
段
階
に

至

っ
て
宗
祖
は
あ
え
て
大
日
本
国
、
小
蒙
古
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
的
に
は
こ
の
解
釈
を
、
こ
れ
ま
で
宗
祖
が
警
告
し
続
け
た
蒙
古
襲
来
が
、
現
実
の
姿
と
な
っ
て
日
本
に
接
近
し
て
き
た
事
に
よ
っ

て
宗
祖
自
身
大
き
な
敗
北
感
を
抱
き
、
こ
の
た
め
門
人
に
対
し
て
口
を
ふ
さ
が
せ
た
、
と
解
釈
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
、
上

行
日
蓮
と
し
て
の
自
覚
の
上
か
ら
こ
れ
を
み
れ
ば
、
日
本
国
は
決
し
て
滅
び
な
い
、
日
本
国
に
正
法
は
衰
微
し
な
い
と
い
う
大
い
な
る
確

信
の
言
葉
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
事
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ま
で
の
宗
祖
の
立
場
は
、
佐
前
に
於
て

「
立
正
安
国
論
」
に
も
み
ら
れ
る
如
く
、
日
本
国
に
正
法
が
護
持
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば

隣
国
の
聖
人
に
亡
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
、
い
や
亡
ぼ
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
、
そ
の
た
め
の
警
告
で
あ
っ
た
。
所
謂
宗
祖
の

「極
限
の
叫
び
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
事
も
上
行
自
覚
の
推
移
と
共
に
表
現
に
変
化
が
現
わ
れ
て
い
る
。

「
法
門
可
被
申
様
之
事
」

（六
三

こ

に
は

「
日
本

一
州
上
下
万
人

一
人
も
な
く
謗
法
な
れ
ば
大
梵
天
王
帝
桓
拉

万
照
大
神
等
隣
国
の
聖
人
に
仰

つ
け
ら
れ
て
謗
法
を
た
め
さ
ん

と
せ
ら
る
る
か
。」

と

あ

り

、

「
富
木
殿
御
返
事
」

（九
七
九
）
で
は

「
設
日
蓮
死
生
雖
レ為
二不
定
一妙
法
蓮
華
経
五
字
流
布
無
疑
者
欺
。」
又
、

「
経
王
御
前
御
書
」

（九

一
三
）
に
は

「
古
も
今
も
人
の
捐
ぜ
ん
と
て
は
善
言
を
用
ぬ
習
な
れ
ば
終
に
は
用
井
ら
れ
ず
世
の
中
亡
ん
と
す
る
也
。
是
偏
に
法
華
経
釈
迦
仏
の
御
使

を
責
る
故
に
梵
天
帝
釈
日
月
四
天
寺
の
責
を
蒙
て
候
也
。
又
世
亡
び
候
と
も
日
本
国
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
は
人
ご
と
に
唱
へ
候
は
ん
ず
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る
に
て
候
ぞ
。」

こ
の
よ
う
に
順
次
御
書
を
拝
し
て
み
る
と
、
宗
祖
の
正
法
に
対
す
る
信
念
は
、
最
初
に
み
ら
れ
た
如
く
、
蒙
古
が
日
本
国
を
亡
ぼ
す
と

い
う
最
悪
の
危
機
感
か
ら
変
じ
て
法
華
経
を
擁
護
す
れ
ば
日
本
国
は
必
ず
救
わ
れ
る
と
い
う
確
信
へ
と
変
化
を
み
せ
て
い
く
事
に
気
づ
く

の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
最
悪
の
事
態
に
の
ぞ
ん
で
、

「
異
体
同
心
事
」

（
一
〇
五
五
）
に
は

「蒙
古
の
事
す
で
に
ち
か
づ
き
て
候
か
、
我
国
の
ほ
ろ
び
ん
事
は
あ
さ
ま
し
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
に
も
そ
ら
事
に
な
る
な
ら
ば
、
日
本

国
の
人
人
い
よ
い
よ
法
華
経
を
謗
じ
て
万
人
無
間
地
獄
に
堕
べ
し
。」

と
日
本
国
に
と
っ
て
当
然
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務
と
し
て
受
取
り
、

「
上
野
殿
御
返
事
」

（
一
〇
六
三
）
に
は

．

「皆
人
の
当
時
の
ゆ
き
つ
し
ま
の
よ
う
に
な
ら
せ
給
は
ん
事
お
も
い
や
り
候
へ
ば
な
み
だ
も
と
ま
ら
ず
。」

曾
谷
入
道
殿
御
書

（
一
〇
六
〇
）
に
は

「自
界
坂
逆
難
佗
方
侵
逼
難
既
合
候
畢
。
以
ニゴ
舒
心
に
多
有
二佗
方
怨
賊
一侵
二掠
国
内
一人
民
受
二諸
苦
悩
一土
地
無
レ有
二所
楽
之
処
一と
申

す
経
文
合
ぬ
と
覚
候
。
当
時
壱
岐
対
島
の
土
民
の
如
く
に
成
り
候
は
ん
ず
る
也
是
偏
に
仏
法
の
邪
見
な
る
に
よ
る
。」

と
、
日
本
の
国
を
謗
法
化
し
よ
う
と
す
る
根
本
の
敵
は
極
楽
寺
良
観
や
建
長
寺
道
隆
等
の
念
仏
者
に
外
な
ら
な
い
事
を
示
し
、
仏
法
の

敵
こ
そ
蒙
古
の
襲
来
を
引
き
招
い
た
原
因
で
あ
る
事
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
為
政
者
で
あ
る
北
条

一
門
に
対
し
て
常

に
説
得
的
で
あ
り
、
念
仏
者
等
の
仏
法
の
敵
に
対
し
て
は
常
に
破
折
の
立
場
を
と
り
続
け
た
宗
祖
の
態
度
を
み
る
時
に
よ
く
理
解
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。
故
に
こ
の
苦
難
を
の
り
き
る
事
こ
そ
上
行
日
蓮
と
そ
の
一
類
に
と
っ
て
は
重
要
な
務
め
で
あ
る
事
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
０

観
心
本
尊
抄
御
撰
述
に
至
る
宗
祖
の
信
仰
と
教
義
の
発
展
過
程
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蒙
古
使
御
書

（
一
三

一
九
）
の
中
で

「
日
本
は
皆
人
の
歎
き
候
に
日
蓮
が

一
類
こ
そ
歎
き
の
中
に
悦
び
候
ヘ
ピ

と
そ
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
、

「
上
野
殿
御
返
事
六

一
九
六
〇
）
で
は
、当
時
日
本
国
の
た
の
し
き
人
人
は
蒙
古
国
の
事
を
き
き
て
は
ひ
つ
じ
の
虎
の
声
を
間
が
ご
と
し
。」

以
上
挙
げ
た
幾
つ
か
の
文
に
、
謗
法
者
に
対
す
る
批
判
が
鋭
く
述
べ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
文
証
が
先
に
あ
げ
た

「小
蒙
古
御
書
」
に
つ
な

が
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
身
延
入
山
を
宗
祖
の
敗
北
意
識
、
坐
折
感
、
隠
棲
等
と
片
づ
け
る
事
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

又
、
身
延
入
山
後
に
起
っ
た
熱
原
法
難

（弘
安
二
２
三
年
）
は
、
北
条

一
円
の
、
駿
河
地
方
に
於
け
る
弾
圧
事
件
で
ぁ
る
が
、
こ
れ
は

竜
泉
寺
の
行
智
と
日
弁
、
日
秀
、
日
禅
等

一
寺
院
中
の
対
立
ば
か
り
で
な
く
、
権
力
に
よ
る
弾
圧
が
行
わ
れ
た
一事
件
と
み
る
べ
き
で
あ

り
、
宗
祖
は
日
興
、
日
弁
等
に
対
し
て
百
姓
達
の
救
出
の
指
示
を
与

へ
、
百
姓
達
の
鎌
倉
拘
引
直
後
の
十
月

一
日
に
は
鎌
倉
の
門
弟
に
書

状
を
送

っ
て
百
姓
達
を
激
励
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
説
得
の
方
法
ま
で
教
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
は
こ
の
法
難

を
、
駿
河
に
起

っ
た
局
地
的
な

一
部
の
門
弟
に
対
す
る
弾
圧
と
受
取
ら
ず
に
、
宗
祖
自
身
へ
の
追
害
、
門
弟
全
体
へ
の
迫
害
と
し
て
受
け

止
め
ら
れ
て
い
る
点
に
、
隠
棲
と
全
く
逆
の
宗
祖
の
態
度
を
見
る
の
で
あ
る
。

又
、
池
上
宗
仲
と
父
康
光
と
の
対
立
の
問
題
に
つ
い
て
、
康
光
の
宗
仲
に
対
す
る
勘
当
は
文
永
十
二
年
又
は
建
治
二
年
と
云
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
両
者
の
対
立
の
申
で
宗
祖
は
弟
宗
長
の
態
度
に
つ
い
て
熱
烈
な
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
事
に
注
意
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
仏
法
の
大
義
に
立
っ
た
所
謂
、
宗
長
を
康
光
の
側
に
つ
か
せ
れ
ば
法
敵
と
な
る
し
、
兄
宗
仲
の
側
に
つ
け
ば
信
者
と
な
る
。
こ
こ
に
宗

祖
の
強
い
信
仰
が
宗
長
に
対
し
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

更
に
四
条
金
吾
と
江
馬
光
時
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
頼
基
は
北
条

一
門
名
越
の
江
馬
の
従
者
で
あ
り
、
北
条
氏
の
伊
豆
在
国
時
代

か
ら
の
従
者
で
父
子
二
代
に
亘
っ
て
い
た
。
光
時
の
態
度
は
、
文
永
八
年
竜
口
法
難
の
際
に
頼
基
の
所
領
が
没
収
さ
れ
よ
う
と
し
た
が
光
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時
は
彼
を
庇
護
し
、
宗
祖
の
佐
渡
配
流
中
に
は
供
養
の
品
を
お
く
り
、
つ
く
し
て
い
る
。
頼
基
と
光
時
の
対
立
は
建
治
年
中
に
起
り
、
建

治
三
年
鎌
倉
に
於
て
竜
象
房
と
問
答
を
行

っ
た
事
に
よ
っ
て
極
め
て
深
刻
な
状
態
と
な
っ
た
。
光
時
は
こ
の
竜
象
房
を
釈
尊
と
仰
ぎ
、
忍

性

（極
楽
寺
）
を
弥
陀
と
崇
め
る
態
度
で
あ
っ
た
事
か
ら
頼
基
の
苦
悩
も
理
解
で
き
る
が
、
宗
祖
は
頼
基
の
不
心
得
を
さ
と
し
、
主
従
に

対
す
る
両
者
の
関
係
の
あ
り
方
を
教
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
種
々
の
事
件
を
と
り
あ
げ
て
も
隠
棲
的
な
も
の
は
何

一
つ
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

宗
祖
の
一
期
全
体
を
上
行
菩
薩
の
応
生
と
み
る
時
、
身
延
入
山
後
の
上
行
日
蓮
の
行
動
な
く
し
て
宗
祖
は
存
在
し
な
い
と
云
う
事
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

宗
祖
の
一
期
を
拝
す
る
時
、

０
安
国
論
上
書

（文
応
元

◆
七

・
一
六
）
よ
り
房
総
巡
化

（文
永

一
２
四
）
ま
で
の
九
年
間
、
松
葉
ケ
谷
の
焼
打

（文
応
元

・
八

・
二
十

七
）
―
―
第

一
の
法
難
―
―
伊
豆
配
流

（弘
長
元

・
五
・
十
二
２
同
三

・
二
・
二
十
二
）―
―
第
一一
磁
螂
小
松
原
通
撃
の
厄
難

（文
永
元

・
十

一
・
十

一
）
―
―
第
二
法
難
―
―
等
の
時
期
を
上
行
応
生
の
日
蓮
に
至
る
胎
動
期
と
し
、

０
蒙
古
来
牒

（文
永
五

・
一
・
十
八
）
よ
り
佐
渡
入
島
直
前
の
寺
泊
到
着

（文
永
八

・
十

ｏ
下
旬
）
ま
で
の
約
二
年
間
、
竜
口
法
難

（文

永
八

・
九

・
十
二
）
―
―
第
四
法
難
―
―
の
序
分
―
―
の
時
期
を
上
行
応
生
日
蓮
の
自
覚
の
序
期
と
し
、

０
佐
渡
配
処

（文
永
八

ｏ
十

一
・
十

一
２
文
永
十

一
０
三
・
一
三
）
に
於
け
る
ニ
ケ
年
半
―
―
本
化
上
行
菩
薩
の
応
生
の
日
蓮
と
し
て
の

本
懐
顕
発
期
上
行
応
生
の
正
宗
期
と
し
、

０
身
延
入
山

（文
永
十

一
・
五

・
十
七
）
よ
り
建
治
三
年
正
月
の
発
病
ま
で
の
約
四
年
間
―
―
上
行
応
生
の
日
蓮
と
し
て
滅
後
弘
教
上
の

重
要
法
門
を
撰
述
―
―
上
行
応
生
の
流
通
期
と
し
、

ω
建
治
三
年
正
月
の
発
病
よ
り
弘
安
五
年
十
月
十
三
日
池
上
入
滅
に
至
る
ま
で
の
約
六
年
間
―
―
上
行
応
生
日
蓮
の
人
間

（凡
人
）
示
同

観
心
本
尊
抄
御
撰
述
に
至
る
宗
祖
の
信
仰
と
教
義
の
発
展
過
程
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観
心
本
尊
抄
御
撰
述
に
至
る
宗
祖
の
信
仰
と
教
義
の
発
展
過
程

の
忍
苦
生
活
と
す
る
。

以
上
、
宗
祖

一
期
の
分
類
は

「
本
化
上
行
菩
薩
人
界
応
同
日
蓮
大
士

一
代
区
分
」

（株
橋
諦
秀
先
生
著
）
よ
り
参
考
転
載
さ
せ
て
戴
い

た
。

二
、
教

義

の

発

展

過

程

宗
祖
の
示
さ
れ
た
本
門
八
品
の
教
義
の
発
展
過
程
を
み
る
上
に
於
て
、
ま
づ
そ
の
大
前
提
と
な
る
宗
祖
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
論
じ
る
必

要
が
あ
る
。

そ
れ
は
佐
前
最
後
の

「
寺
泊
御
書
」
と
佐
後
直
後
の

「
富
木
入
道
殿
御
返
事
」
の
二
通
の
御
書
で
あ
る
。

「
寺
泊
御
書
」

（七
〇
〇
）
で
は
、

「
当
時
当
世
三
類
敵
人
有
レ
之
，′ぼ
八
十
万
億
那
由
佗
諸
菩
薩
不
見
一
ハ一
人
一。
乾
潮
不
レ
満
月
膚
不
ブ満
清
レ水
浮
レ月
植
レ木
棲
レ
鳥
。
日

蓮
八
十
万
億
那
由
佗
諸
菩
薩
為
二代
官
一申
レ之
。」

と
あ
っ
て
、
故
意
に
本
化
菩
薩
の
言
を
さ
け
ら
れ
て
い
る
が
佐
渡
に
着
か
れ
る
や
否
や
直
ち
に
本
化
の
菩
薩
の
名
前
を
出
さ
れ
て
い
る

事
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
富
本
入
道
殿
御
返
事
」

（七
〇
二
）
に
は
、

「
仏
滅
後
二
千
二
百
余
年
に
月
氏
漢
土
日
本

一
閤
浮
提
の
内
に
天
親
竜
樹
内
鑑
冷
然
外
適
時
宜
一ギ
。
天
台
伝
教
は
粗
釈
し
給

へ
ど
も

弘
残

之
■

大
事
の
秘
法
を
此
国
に
初
て
弘
レ之
。
日
蓮
豊
非
二其
人
一。
（中
略
）
経
日
有
四
導
師

一
名
上
行
ξ
。」

と
示
さ
れ
、
佐
前
に
お
い
て
も
勧
持
品
二
十
行
の
掲
文
は
殆
ん
ど
色
読
体
験
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

「数
々
見
横
出
」
の
文
に
の

み
符
合
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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「
寺
泊
御
書
」

（七
〇
〇
）
に
、

「
数
々

者
度
度
也
日
蓮
損
出
度
度
流
罪
三
度
也
。」

と

あ

り
、

「
開
目
抄
」

（七
七
三
）
に
は
、

「
日
蓮
法
華
経
の
ゆ
へ
に
度
々
な
が
さ
れ
ず
ば
数
々
の
二
字
い
か
ん
が
せ
ん
。
此
の
二
字
は
天
台
伝
教
い
ま
だ
よ
み
給
は
ず
況
余
人
を

や
。
末
法
の
始
の
し
る
し
恐
怖
悪
世
中
の
金
言
の
あ
ふ
ゆ
へ
に
但
日
蓮

一
人
こ
れ
を
よ
め
り
。」

と
こ
の
開
目
抄
の
三
証
を
以
て
本
化
上
行
の
応
同
、
末
法
の
主
師
親
三
徳
円
備
の
大
導
師
な
る
事
を
開
顕
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
宗
祖
の
立
場
が
、　
コ
一沢
抄
」
に
示
さ
れ
た

「
ま
こ
と
の
大
事
」、
「内
々
申
す
法
門
」
で
あ
り
、
佐
前
の
天
台
付
順
外
宜
述
面
の

法
門
と
異
り
、
本
化
別
頭
内
鑑
本
密
の
、
佐
渡
に
於
け
る

「
一
重
立
入
た
る
法
門
」
な
の
で
あ
る
。

本
尊
抄
に
顕
さ
れ
た
本
門
八
品
上
行
所
顕
上
行
要
付
の
総
名
南
無
妙
法
蓮
華
経
が
末
法
下
種
の
本
尊
で
あ
る
事
を
示
さ
れ
た
中
で
、
本

仏
釈
尊
に
つ
い
て
み
る
と
、
佐
前
に
お
け
る
教
主
釈
尊
は
三
徳
円
備
本
覚
の
三
身
如
来
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体
は
三
千
三
諦
の
理
仏
、
法

身
如
来
で
あ
り
、

「
総
在

一
念
抄
」

（二
一
六
）
に
は
、

「
然
れ
ば
即
我
等
も
三
千
を
具
す
る
が
故
に
本
有
の
仏
体
也
。
働
て
無
間
地
獄
の
衆
一生
も
三
千
を
具
し
、
妙
覚
の
如
来
と

一
体
に
し
て

無
二差
別
一也
。」

と

あ

る
。

佐
渡
に
至

っ
て
本
仏
釈
尊
は
、
因
円
果
満
、
久
遠
劫
の
本
時
に
成
道
し
た
三
身
即

一
の
報
身
如
来
と
し
て
示
さ
れ
、
上
行
を
脇
士
と
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

観
心
本
尊
抄
御
撰
述
に
至
る
宗
祖
の
信
仰
と
教
義
の
発
展
過
程
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観
心
本
尊
抄
御
撰
述
に
至
る
宗
祖
の
信
仰
と
教
義
の
発
展
過
程

「
生
死

一
大
事
血
脈
抄
」

（七
四
四
）
に
は
、

「
只
南
無
妙
法
蓮
華
経
釈
迦
多
宝
上
行
菩
薩
血
脈
相
承
と
修
行
し
給

ヘ
ピ

と
あ
り
、
宝
塔
、
二
尊
四
士
の
本
尊
形
式
が
示
さ
れ
て
い
る
。

又
、　
一
念
三
千
に
つ
い
て
は
、
佐
前
に
於
け
る

一
念
三
千
は
天
台
所
立
の
理
具

一
念
三
千
で
諸
法
実
相
の
理
体
で
あ
り
、　
一
心
法
界
の

法
理
で
あ
る
。

「
総
在

一
念
抄
」

（二
一
三
）
に
は
「

「仏
界
の
体
と
云
て
色
相
荘
厳
の
身
と
な
る
も
只
是

一
心
の
所
作
也

（中
略
）
故
に
十
界
は
源
其
体

一
に
し
て
只
是

一
心
な
り
。

（中

略
）
此
三
千
世
間
の
法
門
は
我
等
が
最
初
の
一
念
に
具
足
し
て
全
無
二閾
減
一。
此

一
念
即
色
身
と
な
る
故
に
此
，身
は
全
二
千
具
足

の
体

也
。
是
を

一
念
三
千
の
法
門
と
云
也
。」

と
示
さ
れ
佐
渡
に
来
っ
て
事
具
三
千
、
本
因
本
果
十
界
互
具
の
事
実
相
が
開
目
抄

（七
六
五
）
の
、

「
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具
し
、
仏
界
も
無
始
の
九
界
に
備
り
て
真
の
十
界
互
具
百
界
千
如

一
念
三
千
な
る
べ
し
。」

の
文
に
み
る
ご
と
く
本
因
本
果
の
法
門
と
し
て
顕
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
関
係
に
お
い
て
総
名
妙
法
蓮
華
経
は
、
佐
前
の
述
門
正
意
理
具
三
千
の
妙
法
蓮
華
経
の
実
体
は
、
名
仮
体
実
で
あ
り
、
名
体
総
在

し
た
総
名
妙
法
蓮
華
経
は
あ
ら
わ
さ
れ
な
い
。

「
聖
愚
問
答
抄
」

（五
七
九
）
の
、

「
法
華

一
部
の
功
徳
は
只
妙
法
等
の
五
字
の
内
に
籠
れ
り

一
部
八
巻
文
文
ご
と
に
二
十
八
品
生
起
か
は
れ
ど
一も
首
題

の
五
字
は
同
等

也
。」「

一
生
成
仏
抄
」

（
一
一
七
）
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「衆
生
本
有
の
妙
理
者
妙
法
蓮
華
経
是
也
。
故
に
妙
法
蓮
華
経
と
唱
へ
た
て
ま
つ
れ
ば
衆
生
本
有
の
妙
理
を
観
ず
る
に
て
あ
る
な
り
。」

「
一
念
三
千
法
門
」

（
二
〇
八
）

「
一
念
三
千
の
観
念
も

一
心
三
観
の
観
法
も
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
納
れ
り
。
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
は
又
我
等
が

一
心
に
納
て
候
け

り
。」

以
上
挙
げ
た
が
、
総
名
の
意
は
あ
っ
て
も
そ
れ
は
上
行
付
嘱
の
大
法
と
し
て
示
さ
れ
て
い
な
い
。
佐
渡
に
至
り
、
開
目
抄
の
中
で
本
因

果
国
事
具
三
千
が
説
か
れ
、
別
体
の
妙
法
蓮
華
経
を
明
し
、
本
尊
抄
に
は
、
こ
の
事
具
三
千
を
総
在
し
た
総
名
総
体
の
妙
法
蓮
華
経
が
明

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
四
信
五
品
抄
」

（
一
五
四
二
）

「妙
法
蓮
華
経
五
字
非
二経
文
一非
二其
義
一唯

一
部
意
耳
」

「
内
房
女
房
御
返
事
」

（
一
九
七
二
）

「是
皆
名
に
徳
を
顕
は
せ
ば
今
妙
法
蓮
華
経
と
申
候
は

一
部
八
巻
二
十
八
品
の
功
徳
を
五
字
の
内
に
収
め
候
。」

「曾
谷
入
道
殿
許
御
書
」

（
一
一
〇
四
）

「
法
華
経
之
中

♂
ル
広
ョＬ
♂
ン
ル
略
ヲ」
レ要
。
所
謂
妙
法
蓮
華
経
之
五
字
名
体
宗
用
教
五
重
玄
也
。」

と
示
さ
れ
、
こ
こ
に
万
善
万
行
の
功
徳
体
と
し
て
の
総
名
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
尊
抄
に
於
て
示
さ
れ
る
久
遠
下
種
の
大
法
は
、
こ
の
本
門
八
品
所
顕
の
下
種
の
総
名
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
、　
一
品
二
半
所
詮
の
脱
益

の
妙
法
蓮
華
経
と
相
対
さ
れ
る
。

本
尊
抄

（九
四
二
）
に
は
、

「
以
二本
門
一論
レ
ハ
之

一
向
以
二末
法
之
初
一為
二正
機
一
（中
略
）
本
門
序
正
流
通
倶
以
二末
法
之
始
一為
レ詮
。
在
世
本
門
末
法
之
初

一
同

観
心
本
尊
抄
御
撰
述
に
至
る
宗
祖
の
信
仰
と
教
義
の
発
展
過
程
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観
心
本
尊
抄
御
撰
述
に
至
る
宗
祖
の
信
仰
と
教
義
の
発
展
過
程

純
円
也
。
但
．ぽ
／Ｆ
此
ン
ざ
也
。
彼
レ
ハ一
品
一一半
此
ン
ぼ
春
早
ノ
ユ
字
也
。」

と
示
さ
れ
、
こ
こ
に
末
法
の
要
法
は
、
本
門
八
品
に
説
き
顕
さ
れ
、
こ
れ
を
滅
後
末
法
の
下
種
に
備
う
べ
く
上
行
菩
薩
に
付
嘱
さ
れ
た

久
遠
下
種
の
大
法
で
あ
り
、

同
抄

（九
四
〇
）

「
此
本
門
肝
心
於
二
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
一仏
猶
文
珠
薬
王
等

ポ
レ付
二
属

一之
フ一何
況
其
己
下
乎
。　
但
召
二地
涌
千
界
一説
二
八
品
付
ニ

属
　
之
一。」

と
上
行
付
属
す
る
意
を
明
さ
れ
、
結
文

（九
四
九
）
に

「不
レ識
三

念
三
千
一者

ぼ
趙
メ
大
慈
悲
一妙
法
五
字
内
裏
二此
珠
ス
ア
　
監
〓末
代
幼
稚
顕
一。」

と
、
上
行
所
伝
の
妙
法
蓮
華
経
が
滅
後
末
法
を
以
て
正
意
と
さ
れ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
佐
渡
に
於
い
て
示
さ
れ
た
本
尊
抄
開
目
抄
の
二
大
御
書
は
こ
れ
を

一
通
の
御
書
と
し
て
拝
す
る
事
に
よ
り
、
総
名
妙
法

蓮
華
経
と

一
念
三
千
と
の
関
係
を
よ
り
明
確
に
理
解
す
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
の
妙
法
五
字
を
以
て
末
法
に
お
け
る
戒
法
と
し
、
こ
れ
を
受
持
す
る
時
即
ち
戒
体
を
成
じ
、
こ
の
妙
法
五
字
の
以
外
に
戒
相

は
な
く
、
三
大
秘
法
総
在
の
妙
法
蓮
華
経
は
、
本
門
の
本
尊
、
本
門
の
戒
檀
、
本
門
の
題
目
が
、
別
々
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ

ら
が
常
に
同
時
に
成
立
さ
れ
て
は
じ
め
て
本
因
下
種
が
成
立
す
る
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
宗
祖
の
信
仰
と
教
義
を
拝
す
る
時
、
上
行
菩
薩
と
し
て
人
界
応
同
さ
れ
た
宗
祖
出
現
の
意
義
と
、
本
門
八
品
正
意
、
滅
後

流
通
正
意
を
示
さ
れ
た
教
義
と
が
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

註
　
本
論
で
引
用
し
た
祖
書
の
頁
数
は
い
づ
れ
ヽ

「縮
冊
遺
文
録
」
の
頁
数
を
用
い
た
。
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